
教育職員等による児童⽣徒性暴⼒等の防⽌等に関する基本的な指針 主な内容

○ 教育職員等による児童⽣徒性暴⼒等の早期発⾒のため、学校の設置者及びその学校において定期的なアンケート調査等を実施。また、スクールカウンセ
ラー・スクールソーシャルワーカー等を活⽤した教育相談体制を整備。

○ 教育職員等による児童⽣徒性暴⼒等の事実があると思われるときは、学校・学校の設置者・所轄の警察署で情報共有を図り、迅速に対処するとともに、被
害児童⽣徒等に必要な保護・⽀援を実施。（被害児童⽣徒等を徹底して守り抜く。悪しき仲間意識等から必要な対応を⾏わないことがあってはならない。）

○ 学校の設置者は、初期段階から事案の対処のために積極的に対応。専⾨家の協⼒を得て、公正性・中⽴性が確保されるよう事実確認の調査を実施し、
懲戒処分等の厳正な対処につなげる。

２．児童⽣徒性暴⼒等の事実があると思われるときの学校・教育委員会等の対応 関係

○ 本来、児童⽣徒等を守り育てる⽴場にある教育職員等が、児童⽣徒等に対し「魂の殺⼈」とも呼ばれる性暴⼒等を⾏うことは、⾔語道断である。しかし、
児童⽣徒性暴⼒等に当たる⾏為により懲戒免職等を受ける教育職員等は後を絶たず、なかには、教師という権威と信頼を悪⽤し、被害児童⽣徒等が⾃
⾝の被害に気付かないように性暴⼒に⾄ったケースなど、⼈として到底許されない事件も⾒受けられ、事態は極めて深刻な状況にある。加えて、⼀部の教育
職員等による加害⾏為により、児童⽣徒等が⼼⾝ともに健やかに成⻑していくことを真に願う、⼤多数の教育職員等の社会的な尊厳が毀損されることはあって
はならない。

○ こうした状況を受け、第204回国会において、「教育職員等による児童⽣徒性暴⼒等の防⽌等に関する法律」が５派共同提案により提出され、衆参全会
⼀致で成⽴した。本法により、教育職員等による児童⽣徒性暴⼒等は全て法律違反とされたほか、教育職員等による児童⽣徒性暴⼒等の防⽌等に関する
総合的な規定が初めて整備された。

○ 今もまさに被害児童⽣徒等が⾃⾝の性被害を打ち明けられずに苦しんでいるかもしれないことに思いを巡らせれば、法の施策の実施には、全⼒の限りを
尽くさなければならない。「社会の宝」である⼦供を児童⽣徒性暴⼒等から守り抜くことは、全ての⼤⼈の責任であり、社会全体に課された課題である。⽂部科
学省はもとより、学校、教育委員会、学校法⼈、警察等の関係者は、法の基本理念を⼗分に理解し、児童⽣徒等を教育職員等による性暴⼒等の犠牲者
とさせないという断固たる決意で、あらゆる⾓度から実効的な対策を講じていく必要がある。本基本指針は、こうした認識の下、教育職員等による児童⽣徒
性暴⼒等の防⽌等に関する施策を総合的かつ効果的に推進するために策定するものである。

１．はじめに（抄）
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教育職員等による児童⽣徒性暴⼒等の防⽌等に関する基本的な指針 主な内容

３．データベース 関係
○ 任命権者等においてデータベースが適切かつ有効に活⽤されるよう、国は、具体的な運⽤マニュアルを作成・周知。

○ 免許管理者（都道府県教育委員会）は、当該都道府県において免許状を有する者が特定免許状失効者等に該当するに⾄ったときは、当該者の情報を
データベースに迅速に記録。また、データベースに記録する情報の期間は、当⾯、少なくとも40年間分の記録を蓄積。

○ 免許管理者は、法の基本理念（教育職員等による児童⽣徒性暴⼒等の根絶 等）を踏まえ、法の施⾏⽇より前に児童⽣徒性暴⼒等に相当するような⾏
為を⾏ったことにより免許状が失効等した者に関する情報についても、データベースに記録。

○ データベースの活⽤は教育職員等を任命⼜は雇⽤しようとするすべての任命権者等に義務付けられており、任命⼜は雇⽤を希望する者が特定免許状失
効者等に該当することが判明した場合、法の基本理念にのっとり、⼗分に慎重に、適切な任命⼜は雇⽤の判断を実施。

○ 児童⽣徒性暴⼒等を⾏ったことにより懲戒免職等となった教員が、教壇に戻ってくるという事態はあってはならないということが、再授与審査の基本的な趣
旨。

○ 授与権者は、再授与審査会の意⾒を踏まえ、加害⾏為の重⼤性、本⼈の更⽣度合い、被害者及びその関係者の⼼情等に照らして、総合的に判断。

○ 法の基本理念を踏まえ、再授与を⾏うためには、少なくとも児童⽣徒性暴⼒等を再び⾏わないことの⾼度の蓋然性が必要であり、児童⽣徒性暴⼒等を再び
⾏う蓋然性が少しでも認められる場合は基本的に再授与を⾏わないことが適当。

○ 免許状の再授与が適当であることの証明責任は申請者⾃⾝にあり、当該申請者⾃⾝が必要書類を調え、授与権者に提出。

○ 再授与審査会は、児童⽣徒性暴⼒等に関する学識経験を有する者（医療、⼼理、福祉、法律の専⾨家等）で構成し、当該児童⽣徒性暴⼒等の事案
と直接の⼈間関係⼜は特別の利害関係を有しない者（第三者）により、原則として、出席委員の全会⼀致をもって議決。

※ ⽂部科学省は、再授与審査に関して全国で統⼀的な運⽤を図るため、
①再授与審査の基本的な考え⽅、再授与が不適当と考えられる例、主な考慮要素や提出書類例を基本指針において⽰すとともに、

②職能団体等の協⼒も得ながら、専⾨家の候補者となる者の情報共有や専⾨家の共通理解を図る取組等、必要な⽀援を実施。

４．特定免許状失効者等に対する免許状の再授与審査 関係
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